
平成２４年１１月６日
四国地方整備局
土佐国道事務所

国道５６号 鏡川大橋の通行規制にご協力ください
か が み が わ お お は し

～ 橋梁の長寿命化に伴う補修工事 ～

二級河川鏡川に架かる国道５６号 鏡川大橋において、橋梁補修工事を
かがみがわ かがみがわお お は し

行います。工事にあたり、以下のとおり通行規制を行います。
なお詳細な規制情報は、土佐国道事務所ＨＰに掲載し、随時更新します。
［車 道］ 車線規制
［歩 道］ 通行止（片側毎に施工するため、施工箇所の反対側の歩道は通行可能）

場 所 国道５６号 鏡川大橋 高知市南 宝 永 町 ～ 高知市北新田町
かがみがわお お は し みなみほうえいちよう きたしんたちよう

補 修 内 容 伸縮装置の取替 ７箇所（上下線の車道・歩道）

車線規制等を 平成２４年１１月８日（木）～平成２５年２月下旬（予定）
伴う工事期間 ［昼間作業］ ９：００ ～ １６：００

［夜間作業］２０：００ ～ 翌朝６：００
※年末年始など、路上工事抑制期間中は交通規制を伴う作業は行いません。

路上工事抑制期間に関する詳細は土佐国道事務所ＨＰをご参照下さい。

土佐国道事務所ＨＰ：http://www.skr.mlit.go.jp/tosakoku/

○ 昼間の規制では渋滞の発生が予想されますので、他の道路への迂回等、ご協力
をお願いします。

○ 工事区間内の通行にあたりましては、交通誘導員の誘導に従い、安全な通行に
ご協力下さい。

○ 工事期間中は、渋滞や工事の音により通行者や近隣の皆様にご迷惑をお掛け
しますが、ご理解・ご協力の程、よろしくお願いします。

本施策は、四国圏広域地方計画「No.5 圏域の連携による発展に向けた地域力向上

プロジェクト」の取組に関連します。

【問い合わせ先：◎主たる問い合わせ先】

国土交通省 四国地方整備局 土佐国道事務所 電話（代表）０８８－８８４－０３５９

事業対策官 宮脇 工 （内線）２０８
みやわき たくみ

管理第二課長 吉川 誠一 （内線）４４１
よしかわ せいいち

◎高知国道維持出張所長 水田 正弘 （内線）６１２１
み ず た まさひろ
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伸縮装置の損傷状況 伸縮装置の取替状況（例）

国道56号 鏡川大橋は1981年に架設された橋梁であり、架設後31年を経過しています。

橋梁点検の結果、伸縮装置部の劣化が進行しているため、今回の工事で伸縮装置の取替を行い、
橋梁本体への雨水等の流入を防ぐことにより、橋梁の長寿命化を図ります。
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※天候等により変更となる場合があります。
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桟橋通交差点

この地図は測量法第29条に基づく複製承認を得て、国土地理院発行の数値地図25000（地図画像）を
複製したもの（平24業複、第82号）を一部転載したものである。



【車線規制情報の掲載】
●土佐国道事務所ＨＰ『新着情報』の箇所に、鏡川大橋補修工事に伴う
車線規制情報を随時更新していきます。
土佐国道事務所ＨＰ：http://www.skr.mlit.go.jp/tosakoku/

【昼間 ９：００～１６：００】

●既設伸縮装置の撤去
→ コンクリートの取壊し（ハツリ）作業、アスファルト舗装の撤去作業 等

【夜間 ２０：００～翌朝６：００】

●新規伸縮装置の設置
→ 伸縮装置の据付、超速硬コンクリートの打設 等

※１６：００～２０：００ 及び ６：００ ～ ９：００の間は作業及び通行規制を行いません。

情報提供

作業内容

クリック

●中宝永町交差点、桟橋通交差点付近など通行車両が迂回できるように
工事看板を設置します。

【工事看板の設置】
なかほうえいちょう さんばしどおり


